
放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

の
う

ち
「

従
う

べ
き

基
準

」
の

見
直

し
に

つ
い
て

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
の

設
備

及
び
運

営
に
関

す
る
基

準
（
厚

生
労

働
省

令
）
で
定

め
る
「
職

員
」
基

準
（
従

う
べ

き
基

準
）
つ
い
て
、
市

町

村
の

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
の

実
情

に
応

じ
た
運

用
を
可

能
と
す
る
よ
う
「
従

う
べ

き
基

準
」
の

緩
和

を
望

む
。

○
国
と
し
て
は
、
児
童
の
安
全
・安

心
に
直
接
影
響
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
国
が
最
低
限
の
基
準
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
配
置

す
る
職
員
及
び
そ
の
員
数
に
つ
い
て
は
「従

う
べ
き
基
準
」と

し
て
い
る
。

○
本

基
準

は
、
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
の

質
を
確

保
す
る
観

点
か

ら
、
現

場
の

担
当

者
や

専
門

家
の

議
論

を
踏

ま
え
て
定

め
ら
れ

た
も
の

。


少
子
化
社
会
対
策
会
議
（平

成
24
年

3月
2日

）の
決
定
を
受
け
、
子
ど
も
・子

育
て
関
連
３
法
に
よ
る
児
童
福
祉
法
の
改
正
（平

成
24
年

8月
）に

よ
り
規
定
。


放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、
省
令
で
定
め
る
基
準
を
踏
ま
え
、
市
町
村
が
条
例
で
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

（職
員
及
び
そ
の
員
数
に
つ
い
て
は
「従

う
べ
き
基
準
」と

規
定
。
）


社
会
保
障
審
議
会
に
お
け
る
自
治
体
担
当
者
、
専
門
家
等
に
よ
る
議
論
を
経
て
、
「放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」を

平
成

26
年

4月
30
日
に
策
定
。

上
記

の
省

令
を
踏

ま
え
、
各

市
町

村
に
お
い
て
は
、
平

成
2
7
年

4
月

の
施

行
に
向

け
、
条

例
に
よ
る
基

準
の
策

定
を
進

め
て
い
る
と
こ
ろ
。

現
段

階
で
「
従

う
べ

き
基

準
」
と
し
て
規

定
さ
れ

た
「
職

員
」
基

準
を
変

更
す
る
こ
と
は
、
市

町
村

の
事

務
に
混

乱
を
生

じ
さ
せ
る
お
そ
れ

が
あ

り
適
当
で
は
な
い
。

提
案

概
要

基
本

的
な
考

え
方

1
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（
職
員
）

第
⼗
条

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
ご
と
に
、
放
課
後
児
童
⽀
援
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
放
課
後
児
童
⽀
援
員
の
数
は
、
⽀
援
の
単
位
ご
と
に
⼆
⼈
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
⼀
⼈
を
除
き
、
補
助
員
（
放
課
後
児
童
⽀
援
員
が
⾏
う
⽀
援
に
つ
い

て
放
課
後
児
童
⽀
援
員
を
補
助
す
る
者
を
い
う
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
放
課
後
児
童
⽀
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
知
事
が
⾏
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⼀
保
育
⼠
の
資
格
を
有
す
る
者

⼆
社
会
福
祉
⼠
の
資
格
を
有
す
る
者

三
学
校
教
育
法
（
昭
和
⼆
⼗
⼆
年
法
律
第
⼆
⼗
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
⾼
等
学
校
（
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
⼗
⼋
年
勅
令
第
三
⼗
六
号
）
に
よ
る
中
等
学
校
を

含
む
。
）
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
同
法
第
九
⼗
条
第
⼆
項
の
規
定
に
よ
り
⼤
学
へ
の
⼊
学
を
認
め
ら
れ
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ

る
⼗
⼆
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
（
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
⼜
は
⽂
部
科
学
⼤
⾂
が

こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有
す
る
と
認
定
し
た
者
（
第
九
号
に
お
い
て
「
⾼
等
学
校
卒
業
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
⼆
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従

事
し
た
も
の

四
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
り
、
幼
稚
園
、
⼩
学
校
、
中
学
校
、
⾼
等
学
校
⼜
は
中
等
教
育
学
校
の
教
諭
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者

五
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
⼤
学
（
旧
⼤
学
令
（
⼤
正
七
年
勅
令
第
三
百
⼋
⼗
⼋
号
）
に
よ
る
⼤
学
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
⼼
理
学
、
教

育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る
学
科
⼜
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

六
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
⼤
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
⼼
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る
学
科
⼜
は
こ
れ
ら
に

相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
優
秀
な
成
績
で
単
位
を
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
百
⼆
条
第
⼆
項
の
規
定
に
よ
り
⼤
学
院
へ
の
⼊
学
が
認
め
ら
れ
た
者

七
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
⼤
学
院
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
⼼
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
⼜
は
こ
れ

ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

⼋
外
国
の
⼤
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
⼼
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る
学
科
⼜
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修

め
て
卒
業
し
た
者

九
⾼
等
学
校
卒
業
者
等
で
あ
り
、
か
つ
、
⼆
年
以
上
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
類
似
す
る
事
業
に
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
、
市
町
村
⻑
が
適
当
と
認
め
た

も
の

４
(略
)

５
放
課
後
児
童
⽀
援
員
及
び
補
助
員
は
、
⽀
援
の
単
位
ご
と
に
専
ら
当
該
⽀
援
の
提
供
に
当
た
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
⽤
者
が
⼆
⼗
⼈
未
満

の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
で
あ
っ
て
、
放
課
後
児
童
⽀
援
員
の
う
ち
⼀
⼈
を
除
い
た
者
⼜
は
補
助
者
が
同
⼀
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職

務
に
従
事
し
て
い
る
場
合
そ
の
他
の
利
⽤
者
の
⽀
援
に
⽀
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
則 （
職
員
の
経
過
措
置
）

第
⼆
条

こ
の
省
令
の
施
⾏
の
⽇
か
ら
平
成
三
⼗
⼆
年
三
⽉
三
⼗
⼀
⽇
ま
で
の
間
、
第
⼗
条
第
三
項
の
規
定
の
適
⽤
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
修
了
し
た
も
の
」

と
あ
る
の
は
、
「
修
了
し
た
も
の
（
平
成
三
⼗
⼆
年
三
⽉
三
⼗
⼀
⽇
ま
で
に
修
了
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
者
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

2

基
準

第
10

条
（
従

う
べ

き
基

準
）
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放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
基
準
に
つ
い
て

○
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
の

質
を

確
保

す
る

観
点

か
ら

、
子

ど
も

・
子

育
て

関
連

３
法

に
よ

る
児

童
福

祉
法

の
改

正
に

よ
り

、
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
の

設
備

及
び

運
営

に
つ

い
て

、
省

令
で

定
め

る
基

準
を

踏
ま

え
、

市
町

村
が

条
例

で
基

準
を

定
め

る
こ

と
と

な
っ

た
○

こ
の

た
め

、
「

社
会

保
障

審
議

会
児

童
部

会
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
の

基
準

に
関

す
る

専
門

委
員

会
」

に
お

け
る

議
論

を
踏

ま
え

、
平

成
2
6
年

４
月

に
「

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

」
（

平
成

2
6
年

厚
生

労
働

省
令

第
6
3
号

）
を

策
定

・
公

布
し

た

＜
主

な
基

準
＞

○
専
⽤
区
画
（
遊
び
・
⽣
活
の
場
と
し
て
の
機
能
、
静
養
す
る
た
め
の

機
能
を
備
え
た
部
屋
⼜
は
ス
ペ
ー
ス
）
等
を
設
置

○
専
⽤
区
画
の
⾯
積
は
、
児
童
１
⼈
に
つ
き
お
お
む
ね
1.
65
㎡
以
上

○
放
課
後
児
童
⽀
援
員
（
※
１
）
を
、
⽀
援
の
単
位
ご
と
に
２
⼈
以
上
配

置
（
う
ち
１
⼈
を
除
き
、
補
助
員
の
代
替
可
）

※
１

保
育

士
、

社
会

福
祉

士
等
（

「
児

童
の
遊

び
を

指
導

す
る

者
」

の
資

格
を

基
本

）
で
あ

っ
て

、
都
道

府
県

知
事
が

行
う

研
修
を

修
了

し
た

者
（

※
２

）

※
２

平
成

32
年
３

月
31

日
ま

で
の
間

は
、

都
道
府

県
知

事
が

行
う

研
修

を
修

了
し

た
者

に
、

修
了

す
る
こ

と
を

予
定
し

て
い

る
者
を

含
む

○
⼟
、
⽇
、
⻑
期
休
業
期
間
等
（
⼩
学
校
の
授
業
の
休
業
⽇
）

→
原
則
１
⽇
に
つ
き
８
時
間
以
上

○
平
⽇
（
⼩
学
校
授
業
の
休
業
⽇
以
外
の
⽇
）

→
原
則
１
⽇
に
つ
き
３
時
間
以
上

※
そ

の
地

方
に
お
け

る
保

護
者
の

労
働

時
間
、

授
業

の
終
了

時
刻

等
を
考

慮
し

て
事

業
を

行
う

者
が
定
め

る

○
原
則
１
年
に
つ
き
25
0⽇

以
上

※
そ
の

地
方

に
お
け

る
保

護
者
の

就
労

日
数
、

授
業

の
休

業
日

等
を

考
慮

し
て

、
事

業
を
行

う
者

が
定
め

る

○
⼀
の
⽀
援
の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
（
集
団
の
規
模
）
は
、

お
お
む
ね
40
⼈
以
下

○
⽀
援
は
、
留
守
家
庭
児
童
に
つ
き
、
家
庭
、
地
域
等
と
の
連
携
の
下
、

発
達
段
階
に
応
じ
た
主
体
的
な
遊
び
や
⽣
活
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
児

童
の
⾃
主
性
、
社
会
性
及
び
創
造
性
の
向
上
、
基
本
的
な
⽣
活
習
慣
の

確
⽴
等
を
図
り
、
も
っ
て
当
該
児
童
の
健
全
な
育
成
を
図
る
こ
と
を
⽬

的
と
し
て
⾏
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

○
⾮
常
災
害
対
策
、
児
童
を
平
等
に
取
り
扱
う
原
則
、
虐
待
等
の
禁
⽌
、
衛
⽣
管
理
等
、
運
営
規
程
、
帳
簿
の
整
備
、
秘
密
保
持
等
、
苦
情
へ
の
対
応
、

保
護
者
と
の
連
絡
、
関
係
機
関
と
の
連
携
、
事
故
発
⽣
時
の
対
応

な
ど

そ
の

他
（

参
酌

す
べ

き
基

準
）

※
職

員
の

み
従

う
べ

き
基

準
（

他
の

事
項

は
参

酌
す

べ
き

基
準

）

支
援

の
目

的
（

参
酌

す
べ

き
基

準
）
（

第
５

条
）

職
員

（
従

う
べ

き
基

準
）
（

第
１

０
条

）

開
所

日
数

（
参

酌
す

べ
き

基
準

）
（

第
１

８
条

）

開
所

時
間

（
参

酌
す

べ
き

基
準

）
（

第
１

８
条

）

児
童

の
集

団
の

規
模

（
参

酌
す

べ
き

基
準

）
（

第
１

０
条

）

設
備

（
参

酌
す

べ
き

基
準

）
（

第
９

条
）

3
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４
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

○
質
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
職
員
の
資
格
、
員
数
、
施
設
、
開
所
⽇
数
・
時
間
な
ど
に
つ
い
て
、
国
は
法
令
上
の
基
準
を
新
た
に
児
童
福

祉
法
体
系
に
設
定
す
る
。

○
国
が
定
め
る
基
準
を
踏
ま
え
、
市
町
村
が
基
準
を
条
例
で
定
め
る
。
職
員
の
資
格
、
員
数
に
つ
い
て
は
、
現
⾏
の
事
業
実
態
を
踏
ま
え
、

「
従
う
べ
き
基
準
」
と
す
る
こ
と
も
含
め
、
法
案
提
出
ま
で
に
整
理
す
る
。

第
三
⼗
四
条
の
⼋
の
⼆

市
町
村
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て
、
条
例
で
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
基
準
は
、
児
童
の
⾝
体
的
、
精
神
的
及
び
社
会
的
な
発
達
の
た
め
に
必
要
な
⽔
準
を
確
保
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

②
市
町
村
が
前
項
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
従
事
す
る
者
及
び
そ
の
員
数
に
つ
い
て
は
厚
⽣
労

働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
厚
⽣
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す

る
。

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

の
基

準
(
従

う
べ

き
基

準
)
に

関
す

る
経

緯
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
の

基
準

(
従

う
べ

き
基

準
)
に

関
す

る
経

緯

１
子
ど
も
・
子

育
て
新

シ
ス
テ
ム
に
関

す
る
基

本
制

度
（
平

成
2
4
年

３
月

２
日

少
子

化
社

会
対

策
会

議
決

定
）

２
子

ど
も
・
子

育
て
関

連
３
法

に
よ
る
児

童
福

祉
法

の
改

正
（
平

成
２
４
年

８
月

１
０
日

）
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３
社

会
保

障
審

議
会

児
童

部
会

放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
の
基

準
に
関

す
る
専

門
委

員
会

報
告

書
(平

成
２
５
年

１
２
月

２
５
日

)

２
．
具
体
的
な
基
準
の
内
容
に
つ
い
て

（
１
）
従
事
す
る
者
【
従
う
べ
き
基
準
】

○
(略
)
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
置
く
べ
き
有
資
格
者
は
、
こ
れ
ま
で
国
が
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
望
ま
し
い
も
の
と

し
て
⽰
し
て
き
た
「
児
童
の
遊
び
を
指
導
す
る
者
」
の
資
格
を
基
本
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

○
た
だ
し
、
保
護
者
が
就
労
等
に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い
な
い
児
童
を
対
象
と
し
て
、
適
切
な
遊
び
及
び
⽣
活
の
場
を
与
え
る
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
と
、
児
童
厚
⽣
施
設
と
で
は
、
児
童
と
の
関
わ
り
⽅
の
観
点
等
か
ら
求
め
ら
れ
る
知
識
や
職
務
の
内
容
が
異
な
る
た
め
、
基
本

的
⽣
活
習
慣
の
習
得
の
援
助
、
⾃
⽴
に
向
け
た
⽀
援
、
家
庭
と
連
携
し
た
⽣
活
⽀
援
等
に
必
要
な
知
識
・
技
能
を
補
完
す
る
た
め
の
研

修
を
制
度
化
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

○
こ
の
た
め
、
省
令
上
の
資
格
の
⽔
準
は
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
38

条
第
２
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
※
で
あ
っ
て
、
上
述
の
よ
う
な
知
識
・
技
能
を
習
得
す
る
た
め
の
研
修
を
受
講
し
た
者
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

（
２
）
員
数
【
従
う
べ
き
基
準
】

○
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
、
異
年
齢
の
児
童
を
同
時
に
か
つ
継
続
的
に
育
成
・
⽀
援
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
怪
我
や
児
童
同
⼠
の
い
さ

か
い
へ
の
対
応
な
ど
安
全
⾯
で
の
管
理
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
多
く
は
職
員
の
み
で
運
営
さ
れ
て
お
り
管
理
者
等
が
業
務
を
代
替
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
職
員
は
２
⼈
以
上
配
置
す
る
こ
と
と
し
、
う
ち
１
⼈
以
上
は
有
資
格
者
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

(略
)

○
こ
の
た
め
、
⼩
規
模
の
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
員
数
は
２
⼈
以
上
の
配
置
を
原
則
と
し
つ
つ
、
併
設
す
る
施
設
の
職
員
等
が
兼

務
可
能
な
場
合
に
は
、
１
⼈
で
も
可
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
専
任
の
職
員
は
有
資
格
者
で
あ
る
こ
と
が

適
当
で
あ
る
。

※ ・
地
⽅
厚
⽣
局
⻑
等
の
指
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
を
養
成
す
る
学
校
そ
の
他
の
養
成
施
設
を
卒
業
し
た
者

・
保
育
⼠

・
社
会
福
祉
⼠

・
⾼
卒
等
の
者
で
あ
っ
て
、
２
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
も
の

・
教
員
免
許
を
有
す
る
者
（
幼
稚
園
、
⼩
学
校
、
中
学
校
、
⾼
校
）

・
⼤
学
・
⼤
学
院
で
社
会
福
祉
学
、
⼼
理
学
等
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
、
児
童
厚
⽣
施
設
の
設
置
者
が
適
当
と
認
め
た
者
等
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